
第１ 日時

平成30年４月５日（木）午後１時30分～午後２時15分

第２ 出席者

１ 公安委員会

大塚委員長、堀井委員、北村委員

２ 県警察

警察本部長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長

首席監察官、警察学校長、情報通信部長

第３ 議事の概要

１ 協議事項

なし

２ 報告事項

滋賀県警察被害者支援要員制度実施要領の制定について

警務部長から、滋賀県警察被害者支援要員制度実施要領の制定について報

。その際、 から「これまでの実例からも告があった 大塚委員長及び堀井委員

被害者支援制度は効果を上げているところである。この要領に基づき、被害

者支援の更なる充実に努めていただきたい。｣旨の発言があった。

３ その他

当面の警護日程について

警備部長から、当面の警護日程について報告があった。

第４ 個別報告・決裁関係

１ 報告事項

なし

２ 決裁関係

(1) 公安委員会に対する苦情の申出について

警察から、公安委員会に対する苦情の申出について報告があり、これを

了承した。

(2) 行進及び集団示威運動の許可申請取扱状況について

警察から、行進及び集団示威運動の許可申請取扱状況について報告があ

り、これを了承した。



このページについてのお問い合わせ

滋賀県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室

電話：０７７－５２２－１２３１


